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質疑応答書 

 

件 名 ２０２３ Ｇ７仙台科学技術大臣会合推進協力委員会ホームページ作成等業務 

発注者 ２０２３ Ｇ７仙台科学技術大臣会合推進協力委員会 

（文化観光局Ｇ７科学技術大臣会合推進室） 

作成日 令和４年１２月１６日（金） 

 

番号 質問事項 回答事項 

１ 

募集要項＜７-（２）＞ 

表紙やインデックスは提案書の枚数にカウ

ントされるか。 

表紙およびインデックスについては、提案書の

枚数には含めません。 

２ 

募集要項＜７-（２）＞ 

提案書の形式について、縦か横かの制約はあ

るか。 

提案書の形式については、縦か横かの制約はあ

りません。 

３ 

募集要項＜７-（２）＞ 

提案書を A3で作成した場合は、2枚分のカウ

ントとなるか。 

お見込みのとおりです。 

４ 

募集要項＜７-（２）-①＞ 

企画全体の概要は記載の内容が網羅されて

いれば、掲載順は弊社で決定してもよいか。 

募集要項に記載の項目が漏れなく含まれてい

れば、掲載順は任意で構いません。 

５ 

募集要項＜７-（２）-②＞ 

「本業務にかかる受託体制」について、「当該

担当者の手持ち業務量」とは何を指すか。 

本業務の履行に支障がないかを確認するため、

本件以外の手持ち業務の状況について記載願

います。 

６ 

募集要項＜７-（２）-③＞ 

「経営状況」とあるが、どこまで記載が必要

か。（売上高など提示できない項目がある） 

委託期間中、本業務の履行に支障がないかを確

認するための項目です。ご提示可能な範囲でご

記載ください。 

７ 

仕様書＜５-（１）-②＞ 

ページに、運営者は「２０２３ Ｇ７仙台科学

技術大臣会合推進協力委員会事務局」である

旨を表記すること、とあるが、ページ最下部

にコピーライトを表記する形で問題ないか。 

お見込みのとおりです。 
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８ 

仕様書＜５-（１）-③＞日本語版ページと英

語版ページの作成について、それぞれのター

ゲットに合わせて業者の方でページのデザ

インや構成を提案するということか。 

掲載内容については対象ごとに変えていただ

いて構いませんが、ページ内のデザインについ

ては統一感を持ったものとしていただくよう

お願いします。 

９ 

仕様書＜５-（１）-③＞ 

仕様書に記載の下記「掲載コンテンツ例」に

ついては、仙台市様からの素材（掲載文、写

真など）の提供があるという理解でよいか。 

【日本語版ページ（主なターゲットは市民及

び国内の会議関係者、メディア）】 

・ 推進協力委員会について 

・ 仙台、東北のエリア、アクセス情報（各地

の復興の現状についての案内を含む） 

・ サミット及び科学技術大臣会合について

（仙台の科学技術についての情報発信を含

む） 

・ 関連イベントについて 

・ 子供向けページ 

ＨＰの掲載文につきましては、本市より案を提

供した上で、掲載までに校正等を行う予定で

す。 

写真につきましては、ナノテラス等の本市から

提供可能なものは対応いたしますので、ご相談

の上で進めてまいります。 

１０ 

仕様書＜７-（１）＞ホームページの公開につ

いて、公開までのスケジュールがタイトであ

るため、日本語版ページを公開時点（1 月中

下旬）はここまで、2 月に残りを製作すると

いったスケジュールの相談は可能か。 

日本語版の当初公開日までに全てのページを

準備することが難しい場合には、当室へご相談

いただいた上で、以下の公開スケジュールでも

対応可能なものとします。 

①当初公開日に必須のページ 

（１）サミット及び G7 仙台科学技術大臣会合

の概要（概要や、ナノテラスホームページ等へ

のリンク） 

（２）推進協力委員会について（会長コメント・

概要） 

（３）関連イベントページ（随時更新していく

ベース） 

②その他ページは、２月中を公開締め切りとし

て順次拡充も可能 
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１１ 

＜その他＞ 

ご提案デザイン制作用に使用してほしいロ

ゴデータやナノテラスなどの素材データの

ご支給は可能か。 

・提案デザイン制作用のロゴマークにつきま

しては、ご提案スケジュールまでには決まらな

いため、ロゴマークの位置のみ指定する形でお

願いいたします。 

・提案デザイン制作用のナノテラスの写真が

必要な場合は、ご提供可能ですのでお問い合わ

せください。 

１２ 
＜その他＞ 

業務の一部を再委託することは可能か？ 

一部業務の再委託については、事前に書面で申

請し、発注者の書面による承諾を得た場合に限

り可能です。 

ただし、再委託業者が「有資格業者に対する指

名停止に関する要綱（（昭和 60 年 10 月 29 日

市長決裁）」第２条第１項による指名停止を受

けている場合等により、再委託が認められない

場合がございます。 

１３ 

＜その他＞ 

JIS X 8341-3:2016 のアクセシビリティへの

特段の考慮は不要か？ 

ＨＰの作成にあたっては、ウェブアクセシビリ

ティに関する日本工業規格 JIS X 8341 8341-

3: 2016 への対応をお願いいたします。 

なお、審査項目の一つとして、アクセシビリテ

ィに係る対応を設けております（募集要項＜８

＞） 

１４ 

＜その他＞ 

契約期限の 8 月 31 日以降、ＨＰの運営はど

のように行っていく予定か。 

推進協力委員会ＨＰは閉鎖を予定しています。

継続して公開が必要な情報については、仙台市

ＨＰに内容を移管いたします。 

 


